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新
し
い
公
益
法
人
制
度
の
問
題
点
に
関
す
る
質
問
主
意
書

新
し
い
公
益
法
人
制
度
が
本
年
十
二
月
よ
り
施
行
さ
れ
る
。
明
治
二
十
九
年
の
民
法
制
定
以
来
、
約
一
世
紀
ぶ
り
と
な
る
公

益
法
人
制
度
改
革
の
目
的
は
、
民
間
非
営
利
部
門
の
活
動
の
健
全
な
発
展
を
促
進
し
、
民
に
よ
る
公
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
と

と
も
に
、
主
務
官
庁
の
裁
量
権
に
基
づ
く
許
可
の
不
明
瞭
性
等
の
従
来
の
公
益
法
人
制
度
の
問
題
点
を
解
決
す
る
こ
と
に
あ

る
、
と
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
と
く
に
一
般
社
団
・
財
団
法
人
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
簡
易
に
設
立
で
き
、
自
主
的
な
運

営
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
収
支
報
告
等
の
義
務
や
監
督
官
庁
が
な
い
な
ど
、
悪
意
に
よ
り
設
立
、
運
営
さ
れ
る
可
能
性
が

排
除
で
き
な
い
問
題
点
が
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

同
制
度
改
正
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
前
述
の
と
お
り
と
承
知
し
て
い
る
が
、
制
度
改
正
の
必
要
性
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
改

め
て
問
い
た
い
。
ま
た
、
現
行
法
で
も
行
政
手
続
法
に
よ
り
、
「
主
務
官
庁
の
裁
量
権
に
基
づ
く
許
可
の
不
明
瞭
性
」
に
つ

い
て
は
排
除
で
き
た
の
で
は
な
い
の
か
。
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

二

改
正
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
）
と
公
益
法
人
の
違
い
が
あ
ま
り
な
く
な
る
よ
う
に
考
え
る
。

「
公
益
法
人
制
度
改
革
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
等
で
も
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と
の
一
本
化
が
論
議
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。
な

一



ぜ
一
本
化
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
に
期
待
さ
れ
る
役
割
に
つ
い
て
、
政
府
の
考
え
方
を
示
さ
れ
た
い
。

三

一
般
社
団
・
財
団
の
目
的
、
名
称
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
制
約
が
あ
る
の
か
。
法
務
省
発
行
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
知
っ

て
！

活
用
！

新
非
営
利
法
人
制
度
」
に
は
「
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
に
制
限

は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
あ
る
。
例
え
ば
「
一
般
財
団
法
人
皇
室
奉
賛
財
団
」
「
一
般
社
団
法
人
天
皇
陛
下
奉
賀
社
団
」
「
一
般

財
団
法
人
国
際
連
合
日
本
財
団
」
「
一
般
社
団
法
人
犯
罪
推
進
社
団
」
な
ど
、
権
威
を
借
用
し
た
り
、
反
社
会
的
行
為
を
助

長
し
た
り
す
る
よ
う
な
法
人
を
設
立
し
、
名
称
と
す
る
こ
と
は
可
能
か
。
規
制
で
き
る
と
す
れ
ば
、
ど
こ
の
官
庁
が
、
ど
の

よ
う
な
根
拠
条
文
に
よ
り
行
え
る
の
か
。

四

「
一
般
財
団
法
人
皇
室
奉
賛
財
団
」
「
一
般
社
団
法
人
天
皇
陛
下
奉
賀
社
団
」
な
ど
の
構
成
員
が
、
そ
の
名
刺
を
持
っ

て
、
奉
賛
事
業
な
ど
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
企
業
等
か
ら
寄
付
金
や
、
奉
賛
金
を
集
め
る
こ
と
は
可
能
か
。
で
き
な
い
と
す

れ
ば
、
根
拠
条
文
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
集
め
た
金
を
、
非
営
利
で
あ
る
本
来
の
目
的
に
使
う
限
り
、
非
課
税
と
な
り
、

そ
の
収
支
に
つ
い
て
も
な
ん
ら
報
告
の
義
務
が
な
い
と
理
解
し
て
よ
ろ
し
い
か
。
集
め
た
金
の
中
か
ら
、
当
該
公
益
法
人
役

員
に
対
し
、
任
意
の
報
酬
を
支
払
う
場
合
も
同
様
か
。

五

一
般
財
団
法
人
設
立
に
関
し
て
は
、
三
百
万
円
以
上
の
財
産
拠
出
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
拠
出
を
証
明
す
る
も
の

二



は
銀
行
の
預
金
証
明
等
に
よ
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
が
、
設
立
後
、
こ
の
預
金
を
全
額
引
き
出
し
た
場
合
は
法
的
に
ど
う

な
る
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
を
、
ど
こ
の
官
庁
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
か
。
「
見
せ
金
」
で
一
般
財
団
が
設

立
さ
れ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
な
形
で
防
ご
う
と
考
え
て
い
る
の
か
、
示
さ
れ
た
い
。

六

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
）
に
よ
る
設
立
要
件
に
は
欠
格
事
由
が
あ
り
、
暴
力
団
員
が
設
立
、
構
成
要
員
に

は
な
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
で
は
欠
格
事
由
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
と
理

解
し
て
い
る
。
暴
力
団
員
や
右
翼
団
体
構
成
員
が
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
を
設
立
す
る
こ
と
は
可
能
か
。
規
制

で
き
る
と
す
れ
ば
、
ど
こ
の
官
庁
が
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
条
文
に
よ
り
行
え
る
の
か
。

七

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
関
し
て
は
、
暴
力
団
関
係
者
が
そ
れ
を
隠
れ
み
の
と
し
て
悪
用
し
、
恐
喝
な
ど
犯
罪
に
利
用
さ
れ
た
ケ
ー

ス
が
相
次
い
で
報
道
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
社
会
一
般
の
感
覚
で
は
、
比
較
的
新
し
く
誕
生
し
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
よ
り
、
財
団
・

社
団
は
歴
史
も
あ
り
、
よ
り
権
威
や
、
信
頼
性
、
世
間
の
評
価
も
高
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
新
し
い
公
益
法
人
制
度

改
正
に
よ
り
、
こ
う
し
た
よ
り
評
価
の
高
い
団
体
が
悪
意
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
利
用
さ
れ
る
懸
念
は
な
い
の
か
。
こ
の
よ
う

な
事
態
を
想
定
し
た
対
策
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
論
議
が
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
結
果
、
ど
の
よ
う
な
対
策
が
と
ら
れ
て
い

る
の
か
。
内
閣
府
、
法
務
省
、
警
察
庁
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
形
で
検
討
を
し
た
の
か
、
日
時
、

三



会
合
名
、
場
所
等
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
政
府
は
、
見
直
し
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
早
急
に
対
策
を
打
ち
出
す
べ

き
と
考
え
る
が
、
方
針
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


